
4

お
お
と
よ　

ゆ
と
り
す
と

5

お
お
と
よ　

ゆ
と
り
す
と

職
員
採
用
試
験
を
行
い
ま
す

大
豊
町
健
診
タ
ク
シ
ー
制
度

限
度
額
適
用
認
定
証
と

標
準
負
担
減
額
認
定
証
に
つ
い
て

高
知
県
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
所
の

新
設
に
つ
い
て

町
外
に
引
っ
越
し
を
し
て
も
住
基
カ
ー
ド
が

継
続
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す

　

平
成
25
年
4
月
1
日
採
用
予
定
の
大
豊
町
職
員
採
用
試

験
を
実
施
し
ま
す
。

【
職
種
・
採
用
予
定
】
一
般
行
政
職
・
若
干
名

【
受
験
資
格
】

　

⑴
一
般
行
政
職　

昭
和
58
年
4
月
2
日
か
ら
平
成
7
年

4
月
1
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

人
で
高
等
学
校
卒
業
以
上
の

学
力
を
有
す
る
人

　

⑵
採
用
後
大
豊
町
内
に
居
住
で

き
る
人

　

⑶
地
方
公
務
員
法
第
16
条
の
欠

格
事
項
に
該
当
し
な
い
人

【
試
験
の
方
法
な
ど
】

○
第
１
次
試
験
（
教
養
試
験
・
職
場
適
応
検
査
・
作
文
）

　

日
　
時　

9
月
16
日
（
日
）
午
前
9
時
～

　

場
　
所　

農
工
セ
ン
タ
ー

○
第
２
次
試
験
（
面
接
）

　

10
月
下
旬
予
定
（
第
1
次
試
験
合
格
者
に
対
し
て
実
施
）

【
最
終
合
格
発
表
】
11
月
中
旬
予
定

【
受
験
手
続
き
】

　

役
場
総
務
課
に
あ
る
申
込
書
に
記
入
の
う
え
提
出
（
郵
送

に
よ
る
請
求
・
申
込
み
可
）

【
受
付
期
間
】

　

7
月
13
日
（
金
）
～
8
月
15
日
（
水
）
必
着

　

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分（
土
、日
、祝
日
は
除
く
）

※
大
豊
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
実
施
要
項
・
申
込
書
を
掲

載
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先 

… 

総
務
課
　
下
村

　

町
内
に
住
所
と
居
住
地
が
あ
る
方
が
、
町
内
の
医
療
機
関

で
健
康
診
査
を
受
診
し
た
際
の
、
帰
り
の
町
内
タ
ク
シ
ー
料

金
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

【
対
象
医
療
機
関
】

　

大
杉
中
央
病
院
、
大
田
口
医
院
、
高
橋
医
院

【
受
診
の
際
持
参
す
る
も
の
】

　

受
診
券
、
問
診
票
、
被
保
険
者
証

【
助
成
区
間
】
医
療
機
関
か
ら
自
宅
ま
で
の
帰
り
の
片
道

【
助
成
期
間
】
7
月
2
日
か
ら
11
月
30
日
ま
で

　

健
診
を
受
診
し
て
帰
る
際
、
院
内
受
付
に
て
タ
ク
シ
ー
利

用
助
成
券
発
行
に
つ
い
て
申
し
出
、
乗
車
時
に
そ
の
助
成
券

を
運
転
手
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

タ
ク
シ
ー
料
金
の
支
払
い
は
、
助
成
券

一
枚
に
つ
き
５
０
０
円
を
ご
負
担
く
だ
さ

い
。
そ
れ
以
上
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
町

が
助
成
し
ま
す
。

【
ご
注
意
】

　

買
い
物
な
ど
個
人
的
な
寄
り
道
区
間
お
よ
び
待
ち
時
間

の
料
金
は
、
５
０
０
円
に
上
乗
せ
さ
れ
て
利
用
者
負
担
と
な

り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先 

… 

住
民
課
保
険
窓
口
班
　
髙
樽

　

入
院
な
ど
の
高
額
な
医
療
費
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
医
療
機
関
に
提
示

す
る
と
、
医
療
機
関
窓
口
で
の
支
払
い
が
自
己
負
担
限
度
額

ま
で
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
が
入
院
を
す
る
場
合
に

は
、「
標
準
負
担
減
額
認
定
証
」
を
医
療
機
関
に
提
示
す
る

　

高
知
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
所
は
、
大
豊
町
役
場
出

納
室
で
し
た
が
、
窓
口
セ
ン
タ
ー
（
総
合
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
）
で
も
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

【
ご
利
用
時
間
】

■
大
豊
町
役
場

　

平
日　

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分

■
大
豊
町
窓
口
セ
ン
タ
ー
（
総
合
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
内
）

　

午
前
8
時
30
分
～
午
後
9
時

※
火
曜
日
定
休
日
（
火
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
翌
日
が
定
休

日
と
な
り
ま
す
）

問
い
合
わ
せ
先 

… 

出
納
室

　

こ
れ
ま
で
は
町
外
に
転
出
を
す

る
と
大
豊
町
で
作
っ
た
住
基
カ
ー

ド
は
失
効
し
て
い
ま
し
た
が
、
7

月
9
日
か
ら
は
現
在
お
持
ち
の

カ
ー
ド
を
新
し
い
市
区
町
村
で
も

継
続
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
継
続
し
て
利
用
す
る
場

合
は
、
新
し
い
市
区
町
村
で
転
入

の
届
出
を
す
る
際
に
住
基
カ
ー
ド

を
提
示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先 

… 

住
民
課
保
険
窓
口
班
　
住
民
票
係

役
場
か
ら
の
お
知
ら
せ

● 

役　
　
　
　

場 

☎ 

72

－

０
４
５
０

● 

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー 

☎ 

73

－

０
８
１
１

● 

農
業
セ
ン
タ
ー 

☎ 

73

－

０
９
７
８

電　話

　

8
月
か
ら
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
普
及
促
進
差
額
通
知

を
開
始
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
、新
薬（
先
発
医
薬
品
）か

ら
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
変
更
し

た
場
合
に
、薬
代
の
自
己
負
担
額
が

ど
の
く
ら
い
軽
減
で
き
る
か
を
お
知

ら
せ
す
る
も
の
で
す
。

　

慢
性
的
な
病
気
等
で
継
続
し
て

お
薬
を
処
方
さ
れ
て
い
る
場
合
、

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替

え
る
こ
と
に
よ
り
、
月
々
の
薬
代
の
自
己
負
担
分
を
軽
減
で

き
ま
す
し
、
町
が
負
担
し
て
い
る
医
療
費
を
押
さ
え
る
こ
と

に
も
な
り
、
国
保
財
政
の
健
全
化
に
つ
な
が
り
ま
す
。

【
対
象
】
大
豊
町
国
保
被
保
険
者
で
通
院
し
て
い
る
方
の
う

ち
、
慢
性
疾
患
な
ど
で
薬
を
処
方
さ
れ
て
い
る
方

【
通
知
開
始
時
期
】
8
月
か
ら
、対
象
者
に
順
次
送
付
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先 

… 

住
民
課
保
険
窓
口
班　

国
保
係

◆
40
歳
以
上
74
歳
ま
で
の
国
保
の
方
に

　
　
「
特
定
健
康
診
査
受
診
券
」

◆
75
歳
以
上
で
健
診
の
申
し
込
み
を
さ
れ
た
方
に

　
　
「
健
康
診
査
受
診
券
」

◆
が
ん
検
診
の
申
し
込
み
を
さ
れ
た
方
に

　
　
「
が
ん
検
診
受
診
票
」

を
6
月
末
に
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

　

申
し
込
み
を
し
た
の
に
受
診
券
等
が

届
い
て
い
な
い
方
が
お
い
で
ま
し
た
ら
、

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

受
診
の
際
は
、
こ
れ
ら
を
必
ず
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先 

… 

住
民
課
健
康
づ
く
り
班

　

ひ
と
り
親
家
庭
、
ま
た
は
そ
れ
に

準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
家
庭
の
保
護

者
と
18
歳
ま
で
の
お
子
さ
ん
の
医
療

費
を
助
成
し
ま
す
。

　

対
象
は
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方
で
、
世
帯
全
員
の
所
得
税
が
非

課
税
の
方
で
す
。
昨
年
、
所
得
税
課

税
世
帯
の
た
め
助
成
を
受
け
ら
れ
な

か
っ
た
方
や
、
助
成
対
象
者
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
の
に
申
請
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
新
た
に
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

　

・
申
請
書
及
び
同
意
書

　

・
印
鑑

　

・
健
康
保
険
証（
対
象
者
全
員
）

※
こ
の
他
、
必
要
に
応
じ
て
提
出
す
る
書
類
が
あ
り
ま
す
の

で
、
詳
し
く
は
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先 

… 

住
民
課
福
祉
班　

村
岡

と
、
入
院
時
の
食
事
代
の
自
己
負
担
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
と
「
標
準
負
担
減
額
認
定
証
」
は
、

申
請
に
よ
り
交
付
し
ま
す
。
年
齢
と

住
民
税
の
課
税
状
況
に
よ
っ
て
、
交

付
さ
れ
る
認
定
証
と
自
己
負
担
限
度

額
の
区
分
が
異
な
り
ま
す
。

【
70
歳
未
満
の
被
保
険
者
】

　

住
民
税
課
税
世
帯
…
限
度
額
適
用
認
定
証
（
水
色
）
の
み

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
…
限
度
額
適
用
認
定
証
（
水
色
）
と

標
準
負
担
減
額
認
定
証
（
白
色
）
の
2
枚

【
70
歳
以
上
の
被
保
険
者
】

　

住
民
税
課
税
世
帯　

…
…
認
定
証
は
交
付
さ
れ
ま
せ
ん

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
…
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
減
額
認

定
証
（
き
み
ど
り
色
）

　

現
在
、
限
度
額
適
用
認
定
証
や
標
準
負
担
減
額
認
定
証
を

交
付
さ
れ
て
い
る
方
は
、
有
効
期
限
が
7
月
31
日
で
切
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
更
新
の
必
要
な
方
は
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

標
準
負
担
減
額
認
定
証
に
つ
い
て
は
、
入
院
期
間
が
90
日
を

越
え
た
場
合
、
再
度
申
請
を
す
る
と
入
院
時
の
食
事
代
が
さ

ら
に
減
額
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。（
詳
し
く
は
国
保
係

へ
お
問
い
合
せ
下
さ
い
。）

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

　

・
保
険
証

　

・
印
鑑

　

・
お
持
ち
の
認
定
証
（
更
新
の
方
）

　

・
3
ヶ
月
分
の
病
院
の
領
収
書
、
入
院
期
間
の
証
明
書
な

ど
（
入
院
が
90
日
を
越
え
た
場
合
）

　

申
請
は
住
民
課
保
険
窓
口
班
国
保
係
で
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

※
所
得
の
申
告
を
し
て
い
な
い
方
は
、
所
得
の
申
告
を
し
な

い
と
認
定
証
が
交
付
で
き
ま
せ
ん
。

※
特
別
の
事
情
が
な
い
の
に
国
保
税
を
滞
納
し
て
い
る
方

に
は
認
定
証
は
交
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
（
後
発
）
医
薬
品

普
及
促
進
差
額
通
知
が
は
じ
ま
り
ま
す

受
診
券
等
を
発
送
し
ま
し
た

国
保
被
保
険
者
の
方
へ

ひ
と
り
親
家
庭
へ
の

　
　
　
　
　
医
療
費
助
成
制
度
に
つ
い
て

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
の
お
知
ら
せ

　

Ｃ
型
肝
炎
、
Ｂ
型
肝
炎
を
主
と
す
る
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎

は
、
国
内
最
大
の
感
染
症
の
一
つ
で
す
。
過
去
に
気
づ
か
な

い
う
ち
に
感
染
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
放
っ
て
お
く
と
肝

硬
変
や
肝
臓
癌
な
ど
へ
進
行
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

現
在
、
Ｂ
型
と
Ｃ
型
の
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
を
、
県
内
の


